
○

特
定
天
井
及
び
特
定
天
井
の
構
造
耐
力
上
安
全
な
構
造
方
法
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
七
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
三
十
九
条
第
三

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
三
十
九
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
天
井
を
第
二
に
、
特
定
天
井
の
構
造
方
法
を
第
三
に
定
め

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
天
井
を
第
二
に
、
特
定
天
井
の
構
造
方
法
を
第
三
に
定
め

る
。

る
。

第
一
、
第
二

（
略
）

第
一
、
第
二

（
略
）

第
三

特
定
天
井
の
構
造
方
法

第
三

特
定
天
井
の
構
造
方
法

特
定
天
井
の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
項
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

特
定
天
井
の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
号
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

一

前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

。
二

天
井
板
に
は
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
六
九
〇
一
（
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド

製
品
）
―
二
〇
一
四
に
規
定
す
る
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
を
い
う
。
）
の
う
ち
厚
さ
九

・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
剛
性
及
び
強
度
を
有

す
る
も
の
を
用
い
る
こ
と
。

三

天
井
面
構
成
部
材
（
天
井
板
を
除
く
。
）
に
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
六
五
一
七
（
建
築

用
鋼
製
下
地
（
壁
・
天
井
）
）
―
二
〇
一
〇
に
定
め
る
天
井
下
地
材
の
規
定
に
適

合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
剛
性
及
び
強
度
を
有
す
る
も
の
を
用
い
る

こ
と
。

四

吊
り
材
は
、
埋
込
み
イ
ン
サ
ー
ト
を
用
い
た
接
合
、
ボ
ル
ト
接
合
そ
の
他
こ
れ

つ

ら
に
類
す
る
接
合
方
法
に
よ
り
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
等
に
緊
結
す
る
こ
と
。

五

吊
り
材
は
、
天
井
面
構
成
部
材
を
鉛
直
方
向
に
支
持
し
、
か
つ
、
天
井
面
の
面

つ

積
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
平
均
本
数
を
一
本
以
上
と
し
、
釣
合
い
良
く
配

置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六

天
井
面
は
水
平
と
す
る
こ
と
。

七

吊
り
長
さ
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
（
吊
り
材
の
共
振
を
有
効
に
防
止
す
る
補
剛

つ

つ

材
等
を
設
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
メ
ー
ト
ル
）
以
下
と
す
る
こ
と
。
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八

天
井
面
の
長
さ
は
、
張
り
間
方
向
及
び
桁
行
方
向
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
次
の

式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
（
当
該
計
算
し
た
数
値
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
メ
ー
ト
ル
）
以
下
と
す
る
こ
と
。

式

L
max=P

a/

（k

・w

）

こ
の
式
に
お
い
て
、L

max

、P
a

、k

及
びw

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す

る
。

L
max

天
井
面
の
長
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

P
a

次
に
定
め
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
天
井
面
の
幅
一
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
許

容
耐
力

P
a=P

cr

・R
HL

・R
o/
1
.
5

P
cr

加
力
試
験
に
よ
り
求
め
た
天
井
面
の
幅
一
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
損
傷
耐
力

R
HL

試
験
体
の
吊
り
長
さ
を
設
計
吊
り
長
さ
で
除
し
た
値
を
二
乗
し
た
値
（
一

つ

つ

・
〇
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
・
〇
）

R
o

幅
開
口
率
（
天
井
に
設
け
る
開
口
部
（
天
井
下
地
材
を
切
り
欠
い
た
も
の

に
限
る
。
）
を
加
力
方
向
に
水
平
投
影
し
た
長
さ
の
合
計
の
そ
の
天
井
の
幅

に
対
す
る
割
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
低
減

率

幅
開
口
率

低
減
率

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
〇

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（1
0
0
-
W
o

）/
8
0

五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

〇

こ
の
表
に
お
い
て
、W

o

は
幅
開
口
率
（
単
位

パ
ー
セ
ン
ト
）
を
表
す
も
の
と

す
る
。

k

天
井
を
設
け
る
階
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
水
平
震
度
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天
井
を
設
け
る
階

水
平
震
度

0
.
3

（2N

＋1

）
を
超
え
な
い
整
数
に
一
を
加
え
た
階
か
ら
最
上
階

3
.
0r

（一）

ま
で
の
階

（
一
）
及
び
（
三
）
以
外
の
階

1
.
7r

（二）

0
.
1
1

（2N

＋1

）
を
超
え
な
い
整
数
の
階
か
ら
最
下
階
ま
で
の
階

〇
・
七

（三）
こ
の
表
に
お
い
て
、N

及
びr
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

N

地
上
部
分
の
階
数

r

次
に
定
め
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値

w

天
井
面
構
成
部
材
並
び
に
天
井
面
構
成
部
材
に
地
震
そ
の
他
の
震
動
及
び
衝

撃
に
よ
り
生
ず
る
力
を
負
担
さ
せ
る
も
の
の
単
位
面
積
質
量
（
単
位

一
平
方

メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

九

天
井
面
の
周
囲
に
は
、
壁
等
を
天
井
面
の
端
部
と
の
間
に
隙
間
が
生
じ
な
い
よ

う
に
設
け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
天
井
面
構
成
部
材
並
び
に
天
井
面
構

成
部
材
に
地
震
そ
の
他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
よ
り
生
ず
る
力
を
負
担
さ
せ
る
も
の

の
単
位
面
積
重
量
に
、
天
井
を
設
け
る
階
に
応
じ
て
前
号
の
表
に
掲
げ
る
水
平
震

度
以
上
の
数
値
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
水
平
方
向
の
地
震
力
を
壁
等
に
加
え
た
場
合

に
、
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
及
び
損
傷
が
生
じ
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ

と
。

十

天
井
面
を
貫
通
し
て
地
震
時
に
天
井
面
と
一
体
的
に
振
動
し
な
い
お
そ
れ
の
あ

る
部
分
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
天
井
面
と
当
該
部
分
と
の
間
に

、
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
当
該
部
分
が
柱
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
・
五
セ
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ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
隙
間
を
設
け
る
こ
と
。

十
一

斜
め
部
材
を
設
け
な
い
こ
と
。

十
二

屋
外
に
面
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る

２

前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
場
合
に
は

こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
と
す
る
こ
と
。

、
適
用
し
な
い
。

一

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

一

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造

吊
り
材
、
斜
め
部
材
そ
の
他
の
天
井
材
は
釣
合
い
良
く
配
置
す
る
こ
と
と
し
、
吊

耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合

り
材
を
支
持
構
造
部
に
取
り
付
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
支
持
構
造
部
は
十
分
な

に
お
い
て
、
吊
り
材
、
斜
め
部
材
そ
の
他
の
天
井
材
は
釣
合
い
良
く
配
置
す
る
こ

剛
性
及
び
強
度
を
有
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
と
し
、
吊
り
材
を
支
持
構
造
部
に
取
り
付
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
支
持
構
造

部
は
十
分
な
剛
性
及
び
強
度
を
有
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

二

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
七
号
第
十
一
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で

二

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
七
号
第
十
一
第
二
号
の
規
定
に
基
づ

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

く
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
方

法
と
す
る
こ
と
。
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○

プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件
（
昭
和
五
十
八
年
建
設
省
告
示

第
一
千
三
百
二
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

建
築
基
準
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号)

第
八
十
条
の
二
第
二

建
築
基
準
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号)

第
八
十
条
の
二
第
二

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の

構
造
部
分(

以
下
「
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
等
」
と
い
う
。)

の

構
造
部
分(

以
下
「
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
等
」
と
い
う
。)

の

構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
十
二
ま
で
に
定
め
、

構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
十
二
ま
で
に
定
め
、

同
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の

同
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の

建
築
物
等
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係

建
築
物
等
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係

規
定
を
第
十
九
に
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
八
十
一
条
第
二

規
定
を
第
十
九
に
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
八
十
一
条
第
二

項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
つ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
に

項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
つ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
に

適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
基
準
を
第
二
十
に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
し
、
並
び

適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
基
準
を
第
二
十
に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
し
、
並
び

に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
等

に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
等

の
構
造
計
算
が
、
第
十
三
及
び
第
十
七
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計

の
構
造
計
算
が
、
第
十
三
及
び
第
十
七
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計

算
は
、
同
令
第
八
十
二
条
各
号
及
び
同
令
第
八
十
二
条
の
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

算
は
、
同
令
第
八
十
二
条
各
号
及
び
同
令
第
八
十
二
条
の
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

構
造
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
、
同
令
第

構
造
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
、
同
令
第

八
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

八
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

の
建
築
物
等
の
構
造
計
算
が
、
第
十
三
、
第
十
四
、
第
十
五
第
一
号
及
び
第
十
七
に
適

の
建
築
物
等
の
構
造
計
算
が
、
第
十
三
、
第
十
四
、
第
十
五
第
一
号
及
び
第
十
七
に
適

合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
許
容
応

合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
許
容
応

力
度
等
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
、
同
項

力
度
等
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
、
同
項

第
一
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
等
の
構

第
一
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
等
の
構

造
計
算
が
、
第
十
三
、
第
十
四
、
第
十
五
第
二
号
及
び
第
十
七
に
適
合
す
る
場
合
、
又

造
計
算
が
、
第
十
三
、
第
十
四
、
第
十
五
第
二
号
及
び
第
十
七
に
適
合
す
る
場
合
、
又

は
第
十
三
、
第
十
四
、
第
十
六
及
び
第
十
七
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構

は
第
十
三
、
第
十
四
、
第
十
六
及
び
第
十
七
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構

造
計
算
は
、
同
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性

造
計
算
は
、
同
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性

を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
、
同
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
プ
レ
ス
ト
レ

を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
、
同
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
プ
レ
ス
ト
レ

ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
等
の
構
造
計
算
が
、
第
十
八
に
適
合
す
る
場
合
に
お

ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
等
の
構
造
計
算
が
、
第
十
八
に
適
合
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同
号
ロ
に
規
定
す
る
限
界
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
安

い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同
号
ロ
に
規
定
す
る
限
界
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
安

全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
る
。

全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
る
。

第
一
～
十
七

(

略)

第
一
～
十
七

(

略)
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第
十
八

限
界
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計

第
十
八

限
界
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計

算

算

一
～
五

(

略)

一
～
五

(

略)
六

屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
に
つ
い
て
は
、

六

屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
に
つ
い
て
は
、

次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

イ

(

略)

イ

(

略)

ロ

特
定
天
井
が
、
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
七
号
第
十
一
第
二

ロ

特
定
天
井
が
、
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
七
号
第
十
一
第
二

号
の
規
定
に
基
づ
く
構
造
計
算
に
よ
つ
て
荷
重
及
び
外
力
に
対
し
構
造
耐
力
上

号
の
規
定
に
基
づ
く
構
造
計
算
に
よ
つ
て
荷
重
及
び
外
力
に
対
し
構
造
耐
力
上

安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省

安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省

告
示
第
七
百
七
十
一
号
第
三
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合

告
示
第
七
百
七
十
一
号
第
三
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
、
令
第

す
る
も
の
、
令
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定

三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
又

を
受
け
た
も
の
又
は
同
告
示
第
三
第
四
項
第
一
号
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
つ

は
同
告
示
第
三
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
つ
て
構
造
耐
力
上
安

て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。

２

(

略)

２

(

略)

第
十
九
、
二
十

(

略)

第
十
九
、
二
十

(

略)
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○

損
傷
限
界
変
位
、T

d

、B
d
i

、
層
間
変
位
、
安
全
限
界
変
位
、T

s

、B
s
i

、F
h

及
びG

s

を
計
算
す
る
方
法
並
び
に
屋
根
ふ
き
材
等
及
び
外
壁
等
の
構
造
耐
力
上
の
安
全
を
確
か
め
る

た
め
の
構
造
計
算
の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
一
千
四
百
五
十
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

建
築
基
準
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号)

第
八
十
二
条
の
五
第

建
築
基
準
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号)

第
八
十
二
条
の
五
第

三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
、
第
五
号
、
第
七
号
並
び
に
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
損
傷
限

三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
、
第
五
号
、
第
七
号
並
び
に
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
損
傷
限

界
変
位
、T

d

、B
d
i

、
層
間
変
位
、
安
全
限
界
変
位
、T

s

、B
s
i

、F
h

及
びG

s

を
計
算
す

界
変
位
、T

d

、B
d
i

、
層
間
変
位
、
安
全
限
界
変
位
、T

s

、B
s
i

、F
h

及
びG

s

を
計
算
す

る
方
法
並
び
に
屋
根
ふ
き
材
等
の
構
造
耐
力
上
の
安
全
を
確
か
め
る
た
め
の
構
造
計
算

る
方
法
並
び
に
屋
根
ふ
き
材
等
の
構
造
耐
力
上
の
安
全
を
確
か
め
る
た
め
の
構
造
計
算

の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
～
十

(

略)

第
一
～
十

(

略)

第
十
一

令
第
八
十
二
条
の
五
第
七
号
に
規
定
す
る
屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装

第
十
一

令
第
八
十
二
条
の
五
第
七
号
に
規
定
す
る
屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装

材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
の
構
造
計
算
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
の
構
造
計
算
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

(

略)

一

(

略)

二

特
定
天
井
の
構
造
計
算
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二

二

特
定
天
井
の
構
造
計
算
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二

十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
七
十
一
号
第
三
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
に
定

十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
七
十
一
号
第
三
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
、
令
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交

す
る
も
の
、
令
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を

通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
又
は
同
告
示
第
三
第
四
項
第
一
号
に
定
め
る
構
造

受
け
た
も
の
又
は
同
告
示
第
三
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構

計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て

造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

な
い
。

イ
～
ニ

(

略)

イ
～
ニ

(

略)

第
十
二

(

略)

第
十
二

(

略)
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○

免
震
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
二
千
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

建
築
基
準
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号)

第
三
十
八
条
第
三
項

建
築
基
準
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号)

第
三
十
八
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
免
震
建
築
物
の
基
礎
の
構
造
方
法
を
第
三
に
、
及
び
同
令
第
八
十

の
規
定
に
基
づ
き
、
免
震
建
築
物
の
基
礎
の
構
造
方
法
を
第
三
に
、
及
び
同
令
第
八
十

条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
免
震
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要

条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
免
震
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要

な
技
術
的
基
準
を
第
四
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
免
震

な
技
術
的
基
準
を
第
四
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
免
震

建
築
物
の
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
五
に
指
定
し
、
並
び
に
同
令
第
八
十
一
条
第
二
項

建
築
物
の
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
五
に
指
定
し
、
並
び
に
同
令
第
八
十
一
条
第
二
項

第
一
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
限
界
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
免
震
建
築
物
の
安
全
性

第
一
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
限
界
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
免
震
建
築
物
の
安
全
性

を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
を
第
六
の
よ
う
に
定
め
る
。

を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
を
第
六
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
～
第
五

(

略)

第
一
～
第
五

(

略)

第
六

第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
限
界
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
免

第
六

第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
限
界
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
免

震
建
築
物
の
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
は
、
次
項
か
ら
第
五
項

震
建
築
物
の
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
は
、
次
項
か
ら
第
五
項

ま
で
に
定
め
る
基
準
に
従
っ
た
構
造
計
算
と
す
る
。

ま
で
に
定
め
る
基
準
に
従
っ
た
構
造
計
算
と
す
る
。

２

(

略)

２

(

略)

３

上
部
構
造
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。
た

３

上
部
構
造
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。
た

だ
し
、
法
第
二
十
条
第
四
号
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
物
で
あ
る
免

だ
し
、
法
第
二
十
条
第
四
号
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
物
で
あ
る
免

震
建
築
物
に
お
い
て
、
上
部
構
造
が
第
四
第
二
号
イ
及
び
ロ
の
規
定
に
適
合
し
、
か

震
建
築
物
に
お
い
て
、
上
部
構
造
が
第
四
第
二
号
イ
及
び
ロ
の
規
定
に
適
合
し
、
か

つ
、
第
一
号
の
規
定
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
上
部
構
造
の
最
下
階
に
お
け
る
地
震

つ
、
第
一
号
の
規
定
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
上
部
構
造
の
最
下
階
に
お
け
る
地
震

層
せ
ん
断
力
係
数
が
〇
・
二
以
下
の
数
値
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
か
ら

層
せ
ん
断
力
係
数
が
〇
・
二
以
下
の
数
値
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
～
七

(

略)

一
～
七

(

略)

八

特
定
天
井
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
平
成
二

八

特
定
天
井
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
平
成
二

十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
七
十
一
号
第
三
第
二
項
に
定
め
る
基
準(

こ
の

十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
七
十
一
号
第
三
第
一
項
に
定
め
る
基
準(

こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
九
号
の
表
中
のk

は
、
天
井
を
設
け
る
階
に
か
か
わ
ら

場
合
に
お
い
て
、
同
告
示
第
三
第
一
項
第
九
号
の
表
中
のk

は
、
天
井
を
設
け
る

ず
、
〇
・
五
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。)

に
適
合
す
る
も
の
、
同
告
示
第
三

階
に
か
か
わ
ら
ず
、
〇
・
五
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。)

に
適
合
す
る
も
の

第
三
項
に
定
め
る
基
準(

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
八
号
の
表
中
のk

は
、
天

又
は
令
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た

井
を
設
け
る
階
に
か
か
わ
ら
ず
、
〇
・
七
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。)

に
適

も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

合
す
る
も
の
又
は
令
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
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定
を
受
け
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
～
ニ

(

略)

イ
～
ニ

(

略)
４
～
９

(

略)

４
～
９

(

略)
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○

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
釣
合
い
に
基
づ
く
耐
震
計
算
等
の
構
造
計
算
を
定
め
る
件
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
三
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

建
築
基
準
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号)

第
八
十
一
条
第
二
項

建
築
基
準
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号)

第
八
十
一
条
第
二
項

第
一
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
限
界
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
建
築
物
の
安
全
性
を
確

第
一
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
限
界
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
建
築
物
の
安
全
性
を
確

か
め
る
こ
と
の
で
き
る
構
造
計
算
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

か
め
る
こ
と
の
で
き
る
構
造
計
算
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
～
七

(

略)

第
一
～
七

(

略)

第
八

屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
に
つ
い
て
は
、

第
八

屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
に
つ
い
て
は
、

次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

(

略)

一

(

略)

二

特
定
天
井
が
、
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
七
号
第
十
一
第
二
号

二

特
定
天
井
が
、
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
七
号
第
十
一
第
二
号

の
規
定
に
基
づ
く
構
造
計
算
に
よ
っ
て
荷
重
及
び
外
力
に
対
し
構
造
耐
力
上
安
全

の
規
定
に
基
づ
く
構
造
計
算
に
よ
っ
て
荷
重
及
び
外
力
に
対
し
構
造
耐
力
上
安
全

で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ロ
中
「
令
第
八
十

で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ロ
中
「
令
第
八
十

二
条
の
五
第
三
号
の
地
震
力
を
考
慮
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
第
二
号
に
規
定

二
条
の
五
第
三
号
の
地
震
力
を
考
慮
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
第
二
号
に
規
定

す
る
地
震
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
建
築
物
に
作
用
す
る
時
に
」
と
読
み
替
え
る
も

す
る
地
震
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
建
築
物
に
作
用
す
る
時
に
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
七
十
一
号
第
三

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
七
十
一
号
第
三

第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
、
令
第
三
十
九
条
第

第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
、
令
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基

三
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
又
は
同
告
示
第
三

づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
又
は
同
告
示
第
三
第
二
項
第
一
号
に

第
四
項
第
一
号
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が

定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場

確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
九

(

略)

第
九

(

略)
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○

建
築
基
準
法
施
行
令
第
三
十
六
条
の
二
第
五
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
建
築
物
を
定
め
る
件
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
三
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

建
築
基
準
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い

建
築
基
準
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い

う
。)

第
三
十
六
条
の
二
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め

う
。)

第
三
十
六
条
の
二
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め

に
地
震
力
に
よ
っ
て
地
上
部
分
の
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
変
形
を
把
握
す
る
こ
と

に
地
震
力
に
よ
っ
て
地
上
部
分
の
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
変
形
を
把
握
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
構
造
又
は
規
模
を
限
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る

が
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
構
造
又
は
規
模
を
限
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る

建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物(

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
七
十
四
号

建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物(

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
七
十
四
号

に
規
定
す
る
特
定
畜
舎
等
建
築
物
を
除
く
。)

と
す
る

に
規
定
す
る
特
定
畜
舎
等
建
築
物
を
除
く
。)

と
す
る

一

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
、
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
軒
の
高
さ
が

一

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
、
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
軒
の
高
さ
が

九
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
骨
造
の
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の

九
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
骨
造
の
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の

い
ず
れ
か(

薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
建
築
物
及
び
屋
上
を
自
動
車
の
駐
車
そ
の
他
こ

い
ず
れ
か(

薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
建
築
物
及
び
屋
上
を
自
動
車
の
駐
車
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
積
載
荷
重
の
大
き
な
用
途
に
供
す
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
イ
又
は

れ
に
類
す
る
積
載
荷
重
の
大
き
な
用
途
に
供
す
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
イ
又
は

ハ)

に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の

ハ)

に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の

イ

次
の(

1
)

か
ら(

5
)

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

イ

次
の(

1
)

か
ら(

5
)

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

(
1
)

～(
4
)

（
略
）

(
1
)

～(
4
)

（
略
）

(
5
)

特
定
天
井
が
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
七
十
一
号
第
三
第

(
5
)

特
定
天
井
が
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
七
十
一
号
第
三
第

二
項
若
し
く
は
第
三
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
、
令
第
三
十
九
条

一
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
、
令
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
又
は
同
告

基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
又
は
同
告
示
第
三
第
二
項
第

示
第
三
第
四
項
第
一
号
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で

一
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の

ロ
・
ハ

(

略)

ロ
・
ハ

(

略)

二
～
八

(

略)

二
～
八

(

略)
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○

確
認
審
査
等
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
三
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
確
認
審
査
等
に
関
す
る
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

に
基
づ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
確
認
審
査
等
に
関
す
る
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
～
四

(

略)

第
一
～
四

(

略)

別
表

別
表

(

い)
(

ろ)
(

は)
(

に)
(

い)
(

ろ)
(

は)
(

に)

区
分

図
書
の
種
類

審
査
す
べ
き
事
項

判
定
す
べ
き
事
項

区
分

図
書
の
種
類

審
査
す
べ
き
事
項

判
定
す
べ
き
事
項

(

一)

令
第
八

共
通
事

(

略)
(

略)
(

略)
(

一)

令
第
八

共
通
事

(

略)
(

略)
(

略)

十
一
条

項

十
一
条

項

第
二
項

特
別
な
調
査
又

(

略)
(

略)

第
二
項

特
別
な
調
査
又

(

略)
(

略)

第
一
号

は
研
究
の
結
果

第
一
号

は
研
究
の
結
果

イ
に
規

等
説
明
書

平
成
二
十
五
年
国
土

平
成
二
十
五
年
国
土

イ
に
規

等
説
明
書

平
成
二
十
五
年
国
土

平
成
二
十
五
年
国
土

定
す
る

交
通
省
告
示
第
七
百

交
通
省
告
示
第
七
百

定
す
る

交
通
省
告
示
第
七
百

交
通
省
告
示
第
七
百

保
有
水

七
十
一
号
第
三
第
四

七
十
一
号
第
三
第
四

保
有
水

七
十
一
号
第
三
第
二

七
十
一
号
第
三
第
二

平
耐
力

項
第
二
号
に
定
め
る

項
第
二
号
に
定
め
る

平
耐
力

項
第
二
号
に
定
め
る

項
第
二
号
に
定
め
る

計
算
に

構
造
方
法
が
使
用
さ

構
造
方
法
が
使
用
さ

計
算
に

構
造
方
法
が
使
用
さ

構
造
方
法
が
使
用
さ

よ
り
安

れ
て
い
る
場
合
に
あ

れ
て
い
る
場
合
に
あ

よ
り
安

れ
て
い
る
場
合
に
あ

れ
て
い
る
場
合
に
あ

全
性
を

っ
て
は
、
そ
の
検
討

っ
て
は
、
そ
の
検
討

全
性
を

っ
て
は
、
そ
の
検
討

っ
て
は
、
そ
の
検
討

確
か
め

内
容
が
明
記
さ
れ
て

内
容
が
明
記
さ
れ
て

確
か
め

内
容
が
明
記
さ
れ
て

内
容
が
明
記
さ
れ
て

た
建
築

お
り
、
そ
れ
ら
が
適

お
り
、
そ
れ
ら
が
適

た
建
築

お
り
、
そ
れ
ら
が
適

お
り
、
そ
れ
ら
が
適

物

切
で
あ
る
こ
と
。

切
で
あ
る
こ
と
。

物

切
で
あ
る
こ
と
。

切
で
あ
る
こ
と
。

(

略)
(

略)
(

略)
(

略)
(

略)
(

略)
(

略)
(

略)
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(

二)
(

略)
(

略)
(

略)
(

略)
(

略)
(

二)
(

略)
(

略)
(

略)
(

略)
(

略)

(
三)
令
第
八

共
通
事

(

略)
(

略)
(

略)
(

三)

令
第
八

共
通
事

(

略)
(

略)
(

略)
十
一
条

項

十
一
条

項

第
二
項

特
別
な
調
査
又

(

略)
(

略)

第
二
項

特
別
な
調
査
又

(

略)
(

略)

第
二
号

は
研
究
の
結
果

第
二
号

は
研
究
の
結
果

イ
に
規

等
説
明
書

平
成
二
十
五
年
国
土

平
成
二
十
五
年
国
土

イ
に
規

等
説
明
書

平
成
二
十
五
年
国
土

平
成
二
十
五
年
国
土

定
す
る

交
通
省
告
示
第
七
百

交
通
省
告
示
第
七
百

定
す
る

交
通
省
告
示
第
七
百

交
通
省
告
示
第
七
百

許
容
応

七
十
一
号
第
三
第
四

七
十
一
号
第
三
第
四

許
容
応

七
十
一
号
第
三
第
二

七
十
一
号
第
三
第
二

力
度
等

項
第
二
号
に
定
め
る

項
第
二
号
に
定
め
る

力
度
等

項
第
二
号
に
定
め
る

項
第
二
号
に
定
め
る

計
算
に

構
造
方
法
が
使
用
さ

構
造
方
法
が
使
用
さ

計
算
に

構
造
方
法
が
使
用
さ

構
造
方
法
が
使
用
さ

よ
り
安

れ
て
い
る
場
合
に
あ

れ
て
い
る
場
合
に
あ

よ
り
安

れ
て
い
る
場
合
に
あ

れ
て
い
る
場
合
に
あ

全
性
を

っ
て
は
、
そ
の
検
討

っ
て
は
、
そ
の
検
討

全
性
を

っ
て
は
、
そ
の
検
討

っ
て
は
、
そ
の
検
討

確
か
め

内
容
が
明
記
さ
れ
て

内
容
が
明
記
さ
れ
て

確
か
め

内
容
が
明
記
さ
れ
て

内
容
が
明
記
さ
れ
て

た
建
築

お
り
、
そ
れ
ら
が
適

お
り
、
そ
れ
ら
が
適
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